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○ 電 気 通 信 事 業 に お け る 個 人 情 報 保 護 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン （ 平 成 十 六 年 総 務 省 告 示 第 六 百 九 十 五 号 ） の 一 部 改 正 案 新 旧 対 照 表     （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）                      

改 正 案 現   行 
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第 三 章 各 種 情 報 の 取 扱 い （ 第 二 十 三 条 ― 第 二 十 九 条 ） 

第 四 章 雑 則 （ 第 三 十 条 ） 

 

（ 定 義 ） 

第 二 条 こ の ガ イ ド ラ イ ン に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五

年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 二 条 に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る ほ か 、 次 の 定 義 に 従 う も の と す

る 。 

 一 ～ 四 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 （ プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー ） 

第 十 四 条 電 気 通 信 事 業 者 は 、 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー （ 当 該 電 気 通 信 事 業 者 が 個 人 情 報 保 護 を

推 進 す る 上 で の 考 え 方 や 方 針 を い う 。 ） を 公 表 し 、 こ れ を 遵 守 す る も の と す る 。 

 

 （ 個 人 情 報 に 関 す る 事 項 の 公 表 等 ） 

第 十 六 条 電 気 通 信 事 業 者 は 、 個 人 情 報 に 関 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 本 人 の 知 り 得 る 状

態 （ 本 人 の 求 め に 応 じ て 遅 滞 な く 回 答 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 置 く も の と す る 。 

一 ～ 四 （ 略 ） 

 五 当 該 電 気 通 信 事 業 者 が 認 定 個 人 情 報 保 護 団 体 （ 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 第 三 十 七 条

第 一 項 の 認 定 を 受 け た 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 対 象 事 業 者 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 認

定 個 人 情 報 保 護 団 体 の 名 称 及 び 苦 情 の 解 決 の 申 出 先 

   目 次 

 

第 三 章 各 種 情 報 の 取 扱 い （ 第 二 十 三 条 ― 第 二 十 九 条 ） 

 

 

（ 定 義 ） 

第 二 条 こ の ガ イ ド ラ イ ン に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ

ろ に よ る 。 

 一 ～ 四 （ 略 ） 

 五 個 人 情 報 生 存 す る 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、 当 該 情 報 に 含 ま れ る 氏 名 、 生 年 月 日 そ

の 他 の 記 述 等 に よ り 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で き る も の （ 他 の 情 報 と 容 易 に 照 合 す る

こ と が で き 、 そ れ に よ り 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で き る こ と と な る も の を 含 む 。 ） を い

う 。 

 六 本 人 個 人 情 報 に よ っ て 識 別 さ れ る 特 定 の 個 人 を い う 。 

 

 （ プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー ） 

第 十 四 条 電 気 通 信 事 業 者 は 、 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー （ 当 該 電 気 通 信 事 業 者 の 個 人 情 報 の 取 扱

い に 関 す る 方 針 に つ い て の 宣 言 を い う 。 ） を 公 表 し 、 こ れ を 遵 守 す る も の と す る 。 

 

 （ 個 人 情 報 に 関 す る 事 項 の 公 表 等 ） 
第 十 六 条 電 気 通 信 事 業 者 は 、 個 人 情 報 に 関 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 本 人 の 知 り 得 る 状

態 （ 本 人 の 求 め に 応 じ て 遅 滞 な く 回 答 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 置 く も の と す る 。 

一 ～ 四 （ 略 ） 

 五 当 該 電 気 通 信 事 業 者 が 認 定 個 人 情 報 保 護 団 体 （ 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 第 四 十 条 の

認 定 個 人 情 報 保 護 団 体 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 対 象 事 業 者 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 認 定

個 人 情 報 保 護 団 体 の 名 称 及 び 苦 情 の 解 決 の 申 出 先 



 二
 

 
（ 不 払 い 者 等 情 報 ） 

第 二 十 七 条 電 気 通 信 事 業 者 は 、 電 気 通 信 サ ー ビ ス に 係 る 料 金 不 払 い 又 は 携 帯 音 声 通 信 役 務 の

不 正 な 利 用 を 防 ぐ た め 特 に 必 要 で あ り 、 か つ 、 適 切 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 他 の 電 気 通

信 事 業 者 と の 間 に お い て 、 不 払 い 者 等 情 報 （ 支 払 期 日 が 経 過 し た に も か か わ ら ず 電 気 通 信 サ

ー ビ ス に 係 る 料 金 を 支 払 わ な い 者 又 は 携 帯 音 声 通 信 事 業 者 に よ る 契 約 者 等 の 本 人 確 認 等 及 び

携 帯 音 声 通 信 役 務 の 不 正 な 利 用 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 三 十 一 号 ） 第 八 条 に

基 づ く 契 約 者 確 認 の 求 め に 応 じ な い 者 の 氏 名 、 住 所 、 不 払 い 額 又 は 電 話 番 号 そ の 他 の 当 該 者

に 関 す る 情 報 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 交 換 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 不 払 い 者 等 情 報 を

交 換 の 対 象 と す る こ と が 本 人 の 権 利 利 益 を 不 当 に 侵 害 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き は 、

こ の 限 り で な い 。 

２ 電 気 通 信 事 業 者 は 、 不 払 い 者 等 情 報 を 他 の 電 気 通 信 事 業 者 と の 間 で 交 換 す る 場 合 は 、 そ の

旨 並 び に 交 換 さ れ る 不 払 い 者 等 情 報 の 項 目 、 交 換 す る 電 気 通 信 事 業 者 の 範 囲 及 び 交 換 さ れ る

不 払 い 者 等 情 報 の 管 理 に つ い て 責 任 を 有 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 に つ い て 、 あ ら か じ め 、 本 人

に 通 知 し 、 又 は 本 人 が 容 易 に 知 り 得 る 状 態 に 置 く も の と す る 。 

３ 電 気 通 信 事 業 者 は 、 前 項 の 交 換 さ れ る 不 払 い 者 等 情 報 の 管 理 に つ い て 責 任 を 有 す る 者 の 氏

名 又 は 名 称 を 変 更 す る 場 合 は 、 変 更 す る 内 容 に つ い て 、 あ ら か じ め 、 本 人 に 通 知 し 、 又 は 本

人 が 容 易 に 知 り 得 る 状 態 に 置 く も の と す る 。 

４ 不 払 い 者 等 情 報 の 交 換 を し た 電 気 通 信 事 業 者 は 、 当 該 不 払 い 者 等 情 報 を 加 入 時 の 審 査 以 外

の 目 的 の た め に 使 用 し な い も の と す る 。 

５ 不 払 い 者 等 情 報 を 提 供 し 、 又 は 提 供 を 受 け た 電 気 通 信 事 業 者 は 、 当 該 不 払 い 者 等 情 報 の 適

正 な 管 理 に 特 に 万 全 を 期 す も の と す る 。 

 

   第 四 章 雑 則 

 （ ガ イ ド ラ イ ン の 見 直 し ） 

第 三 十 条 こ の ガ イ ド ラ イ ン に つ い て は 、 社 会 情 勢 の 変 化 、 国 民 の 意 識 の 変 化 、 技 術 動 向 の 変  

化 等 諸 環 境 の 変 化 を 踏 ま え 、 必 要 に 応 じ 見 直 し を 行 う も の と す る 。 

 

 

（ 不 払 い 者 情 報 ） 

第 二 十 七 条 電 気 通 信 事 業 者 は 、 電 気 通 信 サ ー ビ ス に 係 る 料 金 不 払 い の 発 生 を 防 ぐ た め 特 に 必

要 で あ り 、 か つ 、 適 切 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 他 の 電 気 通 信 事 業 者 と の 間 に お い て 、 不

払 い 者 情 報 （ 支 払 期 日 が 経 過 し た に も か か わ ら ず 電 気 通 信 サ ー ビ ス に 係 る 料 金 を 支 払 わ な い

者 の 氏 名 、 住 所 、 不 払 い 額 そ の 他 の 不 払 い 者 に 関 す る 情 報 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 交 換 す る こ

と が で き る 。 た だ し 、 当 該 不 払 い 者 情 報 を 交 換 の 対 象 と す る こ と が 本 人 の 権 利 利 益 を 不 当 に

侵 害 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

 

 

２ 電 気 通 信 事 業 者 は 、 不 払 い 者 情 報 を 他 の 電 気 通 信 事 業 者 と の 間 で 交 換 す る 場 合 は 、 そ の 旨

並 び に 交 換 さ れ る 不 払 い 者 情 報 の 項 目 、 交 換 す る 電 気 通 信 事 業 者 の 範 囲 及 び 交 換 さ れ る 不 払

い 者 情 報 の 管 理 に つ い て 責 任 を 有 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 に つ い て 、 あ ら か じ め 、 本 人 に 通 知

し 、 又 は 本 人 が 容 易 に 知 り 得 る 状 態 に 置 く も の と す る 。 

３ 電 気 通 信 事 業 者 は 、 前 項 の 交 換 さ れ る 不 払 い 者 情 報 の 管 理 に つ い て 責 任 を 有 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 を 変 更 す る 場 合 は 、 変 更 す る 内 容 に つ い て 、 あ ら か じ め 、 本 人 に 通 知 し 、 又 は 本 人

が 容 易 に 知 り 得 る 状 態 に 置 く も の と す る 。 

４ 不 払 い 者 情 報 の 交 換 を し た 電 気 通 信 事 業 者 は 、 当 該 不 払 い 者 情 報 を 加 入 時 の 審 査 以 外 の 目

的 の た め に 使 用 し な い も の と す る 。 

５ 不 払 い 者 情 報 を 提 供 し 、 又 は 提 供 を 受 け た 電 気 通 信 事 業 者 は 、 当 該 不 払 い 者 情 報 の 適 正 な 管

理 に 特 に 万 全 を 期 す も の と す る 。 

 

 

 

 

 

 


